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１ 決算概要

・ 令和２年４月に「緊急事態宣言」が発令された際には，市バス・地下鉄の御利用の８割削減を目標に掲げ，減便や運休を
実施する等，感染症拡大防止の取組を最優先に実施

・ ７月から１１月上旬にはＧｏＴｏトラベルキャンペーンの影響もあり，お客様数は徐々に回復するも，再度感染が拡大
し減少傾向のまま推移

・ その結果，令和２年度の１日当たりのお客様数は，市バスは２４万８千人で前年度比▲１０万９千人（▲３０.７％）の
減少，地下鉄は２６万７千人で前年度比▲１３万３千人（▲３３.２％）の減少

・ 運賃収入は，市バスは前年度比▲６１億円（▲３０.３％），地下鉄は前年度比▲８８億円（▲３４.３％）の大幅な減収

・ 令和３年４月に３度目の「緊急事態宣言」が発令される等，感染拡大により厳しい状況は継続，４月～６月の１日当たり
のお客様数は，令和元年度比で市バスは４月：▲３７.７％，５月：▲３８.１％，６月：▲３０.２％，地下鉄は
４月：▲３４.０％，５月：▲３７.３％，６月：▲３０.５％

・ テレワーク等の新たな生活様式の定着やインバウンドをはじめとした観光の御利用の動向を踏まえると，感染が収束
してもお客様の回復には時間を要する。

・ 市民の暮らしとまちを支える公共交通として，将来にわたり「市民の足」としての役割をしっかりと果たせるよう，
令和３年度中に安定経営に向けた中長期の経営計画を策定，地下鉄は議会の議決を経て経営健全化計画として国に報告

・ 「緊急事態宣言」期間の市バス・地下鉄の減便や運休，車両の定期消毒や抗ウイルス加工等，感染症対策を着実に実施

・ 厳しい経営状況を踏まえ，日々の安全運行に直接関わらない混雑対策事業の中止や施設改修の規模縮小・延期等の見直し
を実施し，経費の削減に努めたものの，運賃収入の大幅な減を埋めるには遠く及ばず，経常損益は，市バスは▲４８億円で
平成１４年度以来の赤字，地下鉄は▲５４億円で平成２６年度以来の赤字決算

・ 地下鉄事業の累積資金不足は▲３７１億円と過去最大となり，財政健全化法に基づく経営健全化団体に陥る。

〇 新型コロナウイルス感染症の影響によりお客様数は激減，影響は甚大

〇 感染症対策等を着実に実施，経費削減に努めたものの，市バスは平成１４年度以来，地下鉄は平成
２６年度以来の経常損益の赤字を計上
地下鉄事業の累積資金不足は過去最大となり，経営健全化団体に陥る。

〇 「市民の足」を守るため，令和３年度に安定経営に向けた中長期の計画を策定
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（１）決算の主要数値

ア 市バス イ 地下鉄

令和元年度 令和２年度 増▲減 令和元年度 令和２年度 増▲減

222両 222両
［37編成］ ［37編成］

走 行 キ ロ 数
〔 １ 日 平 均 〕

未 処 分 利 益 剰 余 金 69億円 21億円 ▲48億円 3,750億円 3,738億円 ▲12億円

資 金 剰 余 額 65億円 25億円 ▲40億円 累 積 資 金 不 足 305億円 371億円 66億円

年 度 末 企 業 債 残 高 53億円 65億円 12億円 年度末企業債等残高 3,445億円 3,432億円 ▲13億円

在 籍 車 両 数 －

走 行 キ ロ 数
58.0千km 57.6千km ▲0.4千km

有 利 子 負 債

23億円 ▲54億円 ▲77億円

在 籍 車 両 数 822両 816両 ▲6両

経 常 損 益 経 常 損 益2億円 ▲48億円 ▲50億円

〔 １ 日 平 均 〕
88.0千km 87.8千km ▲0.2千km
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※ 令和２年度は累積資金不足及び年度末企業債等残高の双方に
特別減収対策企業債残高分が含まれるため合計は有利子負債と
一致しない。

※ 年度末企業債等残高の過去最大は平成20年度の4,922億円

（参考）市バス事業の業務量の推移 主な公営バス６都市の比較 / 平成24年度を100とした場合

車両数
平成24年度 764両
令和元年度 822両

系統数
平成24年度 74系統
平成29年度 84系統

走行キロ数
※公営交通事業要覧より

＋58両

＋10系統

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

車両数 764 788 794 804 808 818 818 822 816

系統数 74 74 74 83 83 84 84 82 81
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（２）１日当たりお客様数の状況

令和元年度 令和２年度 増減 増減率

357 248 ▲ 109 ▲ 30.7%

96 72 ▲ 24 ▲ 25.4%

うち通勤 72 63 ▲ 9 ▲ 12.7%

うち通学（大学） 17 5 ▲ 12 ▲ 69.0%

187 99 ▲ 88 ▲ 47.2%

（単位：千人/日）

　市バス

うち定期

うち定期外

365 356 360 
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369 364 362 
351 

396 

365 

394 

343 337 
321 

275 

369 

321 

275 

190 182 

237 
251 

240 

276 282 

316 

259 

231 
252 258 257 

229 

254 

1.1%

▲9.7%

▲23.7%

▲54.1%
▲50.8%

▲34.9%

▲30.5% ▲31.6% ▲30.4%

▲22.9%
▲20.0%

▲24.4%

▲31.6%

▲21.7%

▲6.0%
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前年度 R元・R2年度 前年度比の増減率

千人/日

7月～11月上旬，GoToTravelキャンペーン

の影響もあり，お客様が徐々に増加

緊急事態宣言の解除で

お客様が増加

R2.2以降はコロナの影響が

既に出ており減の率が低い。
コロナの影響を受けていな
いH30年度比では大幅減

（前々年度比の増減率）

(▲29.3％)

11月下旬～1月，コロナの感染拡大や，

緊急事態宣言の影響でお客様が減少

(▲28.2％)

(▲38.1％)

3度目の緊急事態宣言

厳しい状況は継続
R1年度比では大幅減

R3年度

(▲37.7％)

(▲30.2％)

緊急事態宣言発出中，感染拡大防止を

最優先にお客様数の8割減を目標に設定

（参考）新型コロナウイルス発生以降の１日当たりお客様数の推移

ア 市バス



（参考）新型コロナウイルス発生以降の１日当たりお客様数の推移
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令和元年度 令和２年度 増減 増減率

400 267 ▲ 133 ▲ 33.2%

168 124 ▲ 44 ▲ 26.4%

うち通勤 109 96 ▲ 13 ▲ 11.2%

うち通学（大学） 40 15 ▲ 25 ▲ 63.2%

208 119 ▲ 89 ▲ 42.9%

（単位：千人/日）

　地下鉄

うち定期

うち定期外
※ 市バス・地下鉄合計

元年度：757千人/日 → ２年度：515千人/日

イ 地下鉄
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前年度 R元・R2年度 前年度比の増減率

千人/日

緊急事態宣言発出中，感染拡大防止を

最優先にお客様数の8割減を目標に設定

7月～11月上旬，GoToTravelキャンペーン

の影響もあり，お客様が徐々に増加

緊急事態宣言の解除で

お客様が増加

R2.2以降はコロナの影響が

既に出ており減の率が低い。
コロナの影響を受けていな
いH30年度比では大幅減

（前々年度比の増減率）

(▲29.3％)
(▲28.8％)

(▲34.0％)

3度目の緊急事態宣言

厳しい状況は継続
R1年度比では大幅減

(▲37.3％)

R3年度

11月下旬～1月，コロナの感染拡大や，

緊急事態宣言の影響でお客様が減少

(▲30.5％)



（３）経常損益の状況
令和元年度 令和２年度

費用の大半は運転士等の
人件費（受委託含む）で，
経常支出に占める割合は
67.6％

※端数調整で差引等の額が一致しない場合がある。

運送収益
▲61億円
の影響甚大

ア 市バス

イ 地下鉄

運輸収益
▲88億円
の影響甚大

費用の大半は減価償却費，
運転士の人件費や動力費
などの運行を維持するた
めの経費
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前年度末に既に305億円の累積資金不足を有していたことに加え，運輸収益
の大幅な悪化により，資金不足比率62.6％（経営健全化基準:20％）
⇒経営健全化団体へ



ク 緊急事態宣言期間に，感染拡大防止を最優先に市バス
急行系統や深夜バス，地下鉄「コトキン・ライナー」等
の減便・運休を実施

ケ 職員の感染防止のために職場にビニールシートや
仕切り板，アルコール消毒液等を設置

【市バス】

ア 安全運転訓練車や外部機関を活用した事故防止研修の
継続実施や，経験年数や習熟度に応じたきめ細やかな研修
の実施

イ 運転士の担い手確保策として，女性用施設が未整備で
あった烏丸営業所に女性専用の休憩室等を整備し，女性
がバス運転士として働きやすい環境整備を推進

２ 主要事項
（１）新型コロナウイルス感染症対策

ア 市バス車両（８２２両），地下鉄車両（２２２両），
地下鉄駅トイレの抗ウイルス・抗菌加工の実施

イ 換気扇の増設等，感染防止対策に配慮した新たな仕様の
市バス車両の導入（５８両）

ウ 地下鉄券売機及び精算機への抗菌シートの設置

エ 市バス・地下鉄車両のつり革や手すり，地下鉄駅構内の
お客様が触れることが多い箇所の定期消毒の実施

オ 地下鉄駅やバスターミナル，市バス・地下鉄案内所及び
定期券発売所に，アルコール消毒液を設置

カ 車内放送やポスター・チラシ等を活用した市バス
・地下鉄御利用時の感染防止御協力のお願い

キ イベント等，集客事業の中止

【市バス】
・深夜バスの運休：Ｒ2.4/20～5/31，Ｒ3.1/18～3/21

（ＭＮ17号，ＭＮ204号，ＭＮ205号，ＭＮ特西3号）
・急行系統の減便及び運休：Ｒ2.4/20～5/29

（100号,101号,102号,105号,106号,110号,111号）
・京都岡崎ループの減便及び運休：Ｒ2.4/20～5/24

【地下鉄】
・コトキンライナーの休止：Ｒ2.4/24～6/4，Ｒ3.1/15～
・土休日における一部減便：Ｒ2.4/29～5/29

（土休日の概ね9～23時台までの間，烏丸線及び東西線の
通常ダイヤから一部減便（1日の運行本数の約2割減））

・換気扇の増設（ 2箇所 → 3箇所 ）
・座席シートへの抗ウイルス加工生地の導入
・最前列の座席の荷物置き場への変更

「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用

（２）安全対策の推進等

走行10万km当たりの有責事故件数 Ｒ元:0.233→Ｒ2:0.147件（▲36.9％）
（過去5年間の推移）

Ｈ27：0.288 Ｈ28：0.266 Ｈ29：0.238 Ｈ30：0.237 Ｒ元：0.233

Ｒ2.4～の緊急事態宣言発令中は
市バス・地下鉄のご利用8割削減を目標に
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ア 事業の見直し・経費の削減

(ｱ) 混雑対策事業等の見直し
・ 市バス旅客流動調査及びお客様アンケート調査の

実施延期
・ 京都市バス“おもてなしコンシェルジュ”案内活動

の規模縮小

・ 手ぶら観光や地下鉄・バスを組み合わせた観光
ルートＰＲの取りやめ

・ 大型手荷物に対応したバス車両の導入延期
・ 観光に便利な系統の新たな車両デザインの拡大

取りやめ

(ｲ) バス停上屋やバス接近表示器等のバス待ち環境の整備
箇所の縮小

(ｳ) 四条駅南改札口の改集札機増設や醍醐保守事務所外壁
・屋上防水工事等の延期

(ｴ) 企業債の償還負担の平準化策として，リースにより
市バス車両を調達

イ 市バス・地下鉄の運行維持のための取組に対する支援
として，一般会計から地方創生臨時交付金を財源とした
奨励金を収入

【地下鉄】
ア 安全対策の推進
(ｱ) 北大路駅への可動式ホーム柵設置に向け設計着手

(ｲ) 烏丸線新型車両の製造に着手

(ｳ) 烏丸線ホーム車掌用モニター設備の増設

(ｴ) 駅出入口への止水板の設置による浸水対策の強化
（第二期）

イ 省エネ対策の実施
地下鉄車両車内灯及び駅舎等照明のＬＥＤ化の推進

Ｒ2年4月：2両 Ｒ3年4月：2両

上屋：8基 → 3基 バスロケ：5基 → 2基

運行に対する奨励金
市バス：431,600千円
地下鉄：699,600千円

Ｒ4年度に供用開始予定

（設置例）
烏丸御池駅の可動式ホーム柵

新型車両のデザイン

Ｒ3年度に1編成
Ｒ4～7年度に各2編成
納入予定

Ｒ2年度：松ヶ崎駅1,2番ホーム
Ｒ3年度：国際会館駅1,2番ホーム及び鞍馬口駅1番ホーム
※全駅に設置完了

計画期間：Ｒ2～5年度
設置箇所：8駅16箇所（令和2年度設置箇所※：国際会館駅）
※ 国の第三次補正を活用した令和3年2月補正分（九条駅，

十条駅）については，令和3年度に繰り越して実施

車内照明：東西線4編成のLED化を実施
※全車両へのLED化完了（更新予定の烏丸線9編成除く）

駅舎等照明：京都市役所前駅

（３）経営改善のための取組

令和2年7月市会で減額補正

当初活動予定時間 1,700時間 → 750時間 に縮小
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ア 令和２年３月実施の新ダイヤ（感染症拡大前）
生活路線は確保したうえで，ルートが重複する系統を

見直し，その輸送力を対策が必要な系統へ充当
（８１８両 → ８２２両）
・四条通等の混雑対策

・地域主体のＭＭと一体となった路線・ダイヤの拡充

・まちづくりの進展に合わせた利便性の向上

イ 令和３年３月実施の新ダイヤ（感染症拡大後）
まちづくりの進展に合わせた経路変更や限られた輸送

力の再配分とともに，観光利用増加を受け運行充実を
図ってきた系統について，御利用状況に応じて見直し
（車両８２２→８１６両）

・お客様の御利用状況に応じたダイヤ編成

・まちづくりの進展に合わせた利便性の向上

・西日本ＪＲバスと連携した取組の推進

・地域主体のＭＭと一体となった路線・ダイヤの拡充

【市バス】

ア 前乗り後降り方式を１０１号系統，１０６号系統，
１１１号系統に拡大【宿泊税充当事業】

イ 民間事業者と連携した取組
・ 市バスＩＣＯＣＡ定期券の西日本ＪＲバスとの

均一運賃区間での共通利用開始（令和２年４月）
・ 高雄地域への均一運賃区間の拡大（令和３年３月）
・ 西日本ＪＲバスとの「バス一日券」等の共通利用化

（令和３年３月）

ウ フルカラーＬＥＤ式行先表示器の導入

エ 北大路バスターミナルのトイレのリニューアル

【地下鉄】
ア 分かりやすい情報発信
(ｱ) 烏丸線各駅の行先案内表示の更新（ホーム階）及び

増設（改札階）に着手

(ｲ) 車内案内表示装置等の４箇国語対応の推進

イ 快適に駅トイレを御利用いただくための取組の推進

(ｱ) 烏丸線駅トイレのリニューアル

(ｲ) トイレの特別清掃及び床面コーティングによる美化推進

Ｈ30年度：62両 Ｒ元年度：193両 Ｒ2年度：193両

Ｈ30年度：100号系統に導入 Ｒ元年度：102号系統に拡大

経路変更による輸送力増強（58号系統） 等

70号系統の増便（右京区南太秦学区）等

嵐電/北野白梅町駅と京阪・叡電/出町柳駅との結節強化
（102号系統） 等

・ダイヤの見直し（100号,101号,5号,59号,京都岡崎ループ等）

・系統の統合（110号系統を86号系統に統合）

平日80回
土休日84.5回の減便

北泉通の整備完了に伴う左京区総合庁舎へのアクセス向上 等

均一運賃区間の拡大に合わせた8号系統の栂ノ尾 への延伸 等

52号系統の本格運行化（上京区仁和学区）

（４）お客様サービスの向上 （５）市バス路線・ダイヤの編成

Ｒ2年度：契約 Ｒ3年度：機器製作等に着手
Ｒ4～5年度に各駅に設置

Ｒ2年度：東西線4編成に設置
全車両への設置完了（更新予定の烏丸線9編成除く）

令和2年度：十条駅，北山駅 全駅の段差解消が完了

8
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３　財政状況（前年度決算からの増減）
ア　自動車運送事業

億 百万円 億 百万円 億 百万円

210 03 148 83 ▲ 61 20

う　 ち 200 15 139 60 ▲ 60 55

3 45 9 85 6 40

う　 ち 1 31 6 66 5 35

う　 ち 1 22 1 93 71

213 48 158 68 ▲ 54 80

209 09 203 89 ▲ 5 20

う　 ち 78 86 83 63 4 77

う　 ち 4 47 5 18 71

う　 ち 108 31 96 68 ▲ 11 63

う　 ち 17 45 18 40 95

2 39 2 84 45

211 48 206 73 ▲ 4 75

2 00 ▲ 48 05 ▲ 50 05

  0   0   0

2 00 ▲ 48 05 ▲ 50 05

69 01 20 96 ▲ 48 05

19 67 24 58 4 91

う　 ち 17 48 23 08 5 60

う　 ち 2 16 1 00 ▲ 1 16

31 90 35 22 3 32

う　 ち 20 42 24 60 4 18

う　 ち 11 48 10 62 ▲ 86

▲ 12 23 ▲ 10 64 1 59

64 72 25 05 ▲ 39 67

52 58 65 04 12 46

区　　分 令和元年度決算(Ａ) 令和２年度決算(Ｂ) 差引増▲減（Ｂ－Ａ）

経費(管理の受委託・燃料費・修繕費等)

経
常
損
益

営 業 収 益

運 送 収 益

営 業 外 収 益

一 般 会 計 補 助 金

減 価 償 却 費 等

営 業 外 費 用

支　出　計

経 常 損 益

長 期 前 受 金 戻 入

収　入　計

営 業 費 用

経 常 人 件 費

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額

差　　　　　引

資 金 剰 余 額

純 損 益

企 業 債

補 助 金

支 出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

（税抜額。ただし，資本的収支は税込額）

年 度 末 企 業 債 残 高

特 別 損 益

※令和２年度決算には，宿泊税充当事業の財源として，一般会計からの繰入金25百万円が含まれている。（令和元年度決算：2億34百万円）

未 処 分 利 益 剰 余 金

資
本
的
収
支

収 入



イ　高速鉄道事業 （税抜額。ただし，資本的収支は税込額）

億 百万円 億 百万円 億 百万円

282 56 191 77 ▲ 90 79

う　 ち 257 78 169 42 ▲ 88 36

50 86 62 04 11 18

う　 ち 19 16 30 54 11 38

う　 ち 31 17 31 09 ▲ 08

333 42 253 81 ▲ 79 61

261 57 264 25 2 68

う　 ち 53 95 53 93 ▲ 02

う　 ち 3 60 4 67 1 07

う　 ち 71 68 69 99 ▲ 1 69

う　 ち 132 34 135 66 3 32

48 40 43 48 ▲ 4 92

309 97 307 73 ▲ 2 24

23 45 ▲ 53 92 ▲ 77 37

120 84 47 44 ▲ 73 40

  0   0   0

23 45 ▲ 53 92 ▲ 77 37

▲ 3,028 24 ▲ 3,082 16 ▲ 53 92

321 47 285 38 ▲ 36 09

う　 ち 286 12 246 04 ▲ 40 08

う　 ち 8 50 9 09 59

う　 ち 26 64 30 14 3 50

446 01 409 76 ▲ 36 25

う　 ち 113 59 123 71 10 12

う　 ち 319 98 272 37 ▲ 47 61

▲ 124 54 ▲ 124 38 16

3,750 35 3,737 56 ▲ 12 79

305 42 371 06 65 64

3,444 93 3,432 34 ▲ 12 59

※R２年度は，累積資金不足及び年度末企業債等残高の双方に特別減収対策企業債残高分が含まれるため，合計は有利子負債と一致しない。

※R２年度決算の財政健全化法における資金不足額は120億9百万円となり，営業収益（191億77百万円）に占める割合である

   資金不足比率は62.6％（経営健全化基準：20％）となる。

有 利 子 負 債 総 額

累 積 資 金 不 足

年 度 末 企 業 債 等 残 高

▲ 累 積 欠 損 金

資
本
的
収
支

収 入

企 業 債

補 助 金

出 資 金

支 出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

差　　　　　引

純 損 益

収　入　計

営 業 費 用

経 常 人 件 費

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額

経 費 （ 動 力 費 ・ 修 繕 費 等 ）

減 価 償 却 費 等

営 業 外 費 用

支　出　計

経 常 損 益

現 金 収 支

特 別 損 益

区　　分 令和元年度決算（Ａ） 令和２年度決算（Ｂ） 差引増△減（Ｂ－Ａ）

経
常
損
益

営 業 収 益

運 輸 収 益

営 業 外 収 益

一 般 会 計 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
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